
平成１１年(ワ)第３６４号商号使用禁止等請求事件
口頭弁論終結日　平成１３年４月１３日
                    判　　　　決
              原　　　　　　告　　　　　　　株式会社高麗貿易ジャパン
              訴訟代理人弁護士　　　　　　　裵　　　　　薫
              同　　　　　　　　　　　　　　林　　　範　夫
              被　　　　　　告　　　　　　　株式会社コリアワールドトレーデ
ィング
              被　　　　　　告　　　　　　　Ａ
              被告両名訴訟代理人弁護士　　　山　枡　幸　文
                    主　　　　文
  １　被告株式会社コリアワールドトレーディングは、原告に対し、金５１３万７
８４２円及びこれに対する別紙遅延損害金目録②記載の金員を支払え。
  ２　被告株式会社コリアワールドトレーディングは、原告に対し、金２９９万８
９５１円及びこれに対する平成１０年１０月１日から支払済みまで年６分の割合に
よる金員を支払え。
  ３　被告Ａは、原告に対し、金４３４万７２６５円及びこれに対する平成１１年
１月２４日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
  ４　原告の被告らに対するその余の請求をいずれも棄却する。
  ５　訴訟費用中、原告に生じた費用のうち１０分の２を被告株式会社コリアワー
ルドトレーディングの、１０分の１を被告Ａの各負担とし、被告株式会社コリアワ
ールドトレーディングに生じた費用の１０分の７と被告Ａに生じた費用の１０分の
２を原告の負担とし、その余の費用を各自の負担とする。
  ６　この判決は、１項ないし３項に限り、仮に執行することができる。
                    事実及び理由
第１　請求
  １　被告株式会社コリアワールドトレーディング（以下「被告会社」という。）
は、原告に対し、金４７２９万９９５９円及びこれに対する別紙遅延損害金目録①
記載の金員を支払え。
  ２　被告会社は、原告に対し、金２９９万８９５１円及びこれに対する平成１０
年５月２９日から支払済みまで年６分の割合による金員を支払え。
  ３　被告Ａは、原告に対し、金５５８万１０４４円及びこれに対する平成１０年
５月２９日から支払済みまで年６分の割合による金員を支払え。
第２　事案の概要
    　本件は、原告が、被告会社に対し、①被告会社が、旧商号「株式会社高麗貿
易東京」を使用して営業を行ったことは、不正競争防止法２条１項１号の不正競争
に当たるとして、同法４条に基づきその損害賠償を、②原告と被告会社との在庫商
品の売買契約に基づき、未払代金の支払をそれぞれ請求し、被告Ａに対し、③上記
在庫商品の売買は、被告Ａが原告及び被告会社双方の代表取締役を務めている時
に、被告Ａによって原告と被告会社間でなされたものであって、商法２６５条１項
の自己取引に当たるとして、同法２６６条１項４号に基づきその損害賠償を請求し
ている事案である。
  １　争いのない事実等（証拠の掲記のないものは当事者間に争いがない。）
    (1)ア　韓国法人である株式会社高麗貿易（以下「韓国本社」という。）は、韓
国政府の中小企業輸出入活動支援の政策に基づき、公益法人である社団法人韓国貿
易協会によって全額出資して設立された会社であり、韓国の中小企業の輸出入振興
のための総合貿易商社という準公的な性格を有していた。
      イ　原告は、韓国本社が全額出資する日本現地法人として、昭和６１年に設
立された各種韓国製商品の輸入販売等を目的とする株式会社であり、設立当初の商
号は「株式会社高麗貿易大阪」であったが、平成元年８月２５日に現商号に変更し
た。
        　原告は、当初大阪に本店を置いていたが、平成２年５月２１日、東京に
韓国商品総合展示場を開くと同時に東京支店を開設し（甲３０、３１）、平成５年
４月１日、本店を東京に移すと同時に従来の本店を大阪支店としたものの、平成１
０年２月末に東京の本支店の廃止が決定され、同年５月３１日東京支店を廃止する
とともに、同年６月１日、本店を大阪に戻した（甲１）。
        　原告の代表取締役は、平成７年１０月１日から、本店を大阪に戻した平
成１０年６月１日までは被告Ａが、その後は現代表取締役であるＢが務めている。



        　被告Ａは、代表取締役の上記辞任と同時に取締役も辞任し、その後、同
年８月３１日に退社するまで従業員としての地位を有していた。
      ウ　原告は、韓日の中小企業製品の輸出入窓口たる役割を担い、毎年、駐日
韓国企業連合会及び社団法人韓国貿易協会東京支部が発行監修する駐日韓国企業名
簿に、韓国政府指定中小企業製品貿易専門の総合貿易商社として登載されている。
        　また、原告は、全国各地において、韓国製品の販売のため精力的にイベ
ントを主催するなどして、韓国の中小企業製品の輸出入販売において名声を得てお
り、こうしたイベントに対してしばしば感謝状を受けた。
      エ　韓国本社は、経営が破綻し、平成１０年９月３日付けで清算法人とな
り、同年１２月に破産宣告を受けたが、Ｂは、その直前の同月４日、原告の全株式
を１円で買い受けた（乙２の1･2、弁論の全趣旨）。
    (2)　被告会社は、平成１０年４月１３日に、商号を「株式会社高麗貿易東京」
として設立された各種韓国製商品の輸入販売等を目的とする株式会社であり、被告
Ａはその代表取締役を務めている。
      　被告会社は、本訴提起後の平成１２年３月１８日、現商号に変更し、同年
４月２６日、その旨の登記を経由した。
    (3)　原告は、平成１０年５月ないし６月ころ、被告会社に対し、別紙在庫商品
目録の在庫商品（以下「本件在庫商品」という。）を合計９９４万８９５１円で売
り渡した（なお、同売買契約の締結日について、原告は、同年５月２８日であると
主張し、被告らは、同年６月４日であると主張している。）。
      　被告会社は、平成１０年６月５日、原告に対し同売買代金のうち６９５万
円を支払ったが、残代金２９９万８９５１円は未払となっている。
  ２　争点
    (1)　被告会社の旧商号の使用に関する不正競争防止法２条１項１号に基づく請
求について
      ア　周知性
      イ　類似性
      ウ　混同のおそれ
      エ　旧商号の使用についての承諾の有無
      オ　損害の発生及び額
    (2)　本件在庫商品の残代金の請求について
    (3)　本件在庫商品の売買に関する商法２６５条１項違反を理由とする請求につ
いて
      ア　本件在庫商品の売買が自己取引に当たるか。
      イ　相殺
第３　争点に関する当事者の主張
  １　争点(1)（被告会社の旧商号の使用に関する不正競争防止法２条１項１号に基
づく請求）について
    (1)　周知性について
    〔原告の主張〕
      　原告は、韓国中小企業製品の総合貿易商社として全国的に有名であるが、
被告会社が商圏とする東京ではとりわけよく知られている。
      　原告の販売業務は、イベントにより一般消費者を相手として小売を行うこ
ともあるが、日常的には百貨店等の小売業者に対する卸売を基本としているから、
韓国の中小企業製品を仕入れて小売を行う東京の業者間において、原告の信用は揺
るぎなく、その名は広く知られており、原告商号が周知であることは明らかであ
る。
    〔被告会社の主張〕
      　原告の主張は争う。
      　原告は、特に宣伝・広告を行っていないため、一般消費者に広く知られて
いるといえないことはもちろん、韓国製品の小売業者の間においても、原告商号
が、原告が主張するほど広く認識されているわけではない。また、原告商号は、
「高麗貿易」そのものではなく「高麗貿易ジャパン」であるから、なおさらその知
名度は低い。
    (2)　類似性について
    〔原告の主張〕
      　原告商号「株式会社高麗貿易ジャパン」と、被告会社の旧商号「株式会社
高麗貿易東京」とは、株式会社高麗貿易に続く語が「ジャパン」であるか、「東



京」であるかの差異を有するだけであり、これらは、いずれも地名を意味するほ
か、何ら信用・名声等を化体する意味を有しない。
      　これに対し、共通する「株式会社高麗貿易」のうち、「株式会社」の語は
法人の種類を意味するにすぎないが、「高麗貿易」の語はまさしく原告、被告会社
の各商号の中心として識別の枢要部をなすものであり、そこには、原告の得てきた
信用・名声が化体されている。
      　したがって、原告商号と被告会社の旧商号は類似するというべきである。
    〔被告会社の主張〕
      　原告の主張は争う。
      　原告商号と被告会社の旧商号「高麗貿易東京」の類似性は、各商号の一部
分を分解するのではなく全体として比較・判断すべきであるところ、両者の商号に
は、語尾に「ジャパン」と「東京」との差異部分があって、それらのカタカナで表
示される英語と漢字との違いによって、視覚的にも称呼上もかなり異なった印象を
与え、識別力を有している。
      　したがって、原告商号と被告会社の旧商号は類似するものではない。
    (3)　混同のおそれについて
    〔原告の主張〕
      ア　原告の業務内容は韓国の中小企業製品の輸出入と販売にあるが、被告会
社の業務もこれと同一であり、商業登記の目的欄の記載も、原告、被告会社ともに
全く同一である。
      イ　原告は、イベントによる小売のほか韓国製品の卸売を主たる業務として
おり、原告と被告会社は、共に、株式会社高島屋（以下「高島屋」という。）、株
式会社ジェイエイエストレーディング、株式会社多慶屋、株式会社ビッグアロー、
全国農業協同組合連合会と取り引きしているが、これらは原告の主要な取引先であ
り、なかでも高島屋は原告の最も重要かつ大口の取引先である。
      ウ　原告は、平成１０年２月ころ、本店を大阪に戻して東京の支店を廃止す
ることが決まっていたが、東京の商圏から撤退するものでなかった。
        　それにもかかわらず、被告会社は、そのころ、韓国本社の東京支店たる
地位にあると詐称し、それを示すような「高麗貿易」の語句を含む被告会社の旧商
号を用いることにより、高島屋を始めとする原告の上記取引先に混同を生ぜしめて
取引を開始し、原告の東京における商圏を奪おうとしたものである。
    〔被告会社の主張〕
      ア　原告、被告会社ともに商業登記の目的欄の記載が同一であることは認め
るが、その余の事実は否認する。
      イ　原告がイベントによる販売を中心に行っているのに対し、被告会社は貿
易業を中心に行っており、実際の業務内容は同一ではない。
        　また、原告は、本店を大阪に戻すと同時に東京から撤退し、被告会社が
代わって韓国本社の東京支社の役割を果たすことになったものであるから、東京の
商圏において混同のおそれはない。
    (4)　旧商号の使用についての承諾の有無について
    〔被告会社の主張〕
      　被告会社は、平成１０年３月から５月ころ、韓国本社の社長Ｃ（以下「本
社社長Ｃ」という。）が来日した際、本社社長Ｃ、原告代表者及び被告Ａの三者の
協議によって、被告Ａが、東京で韓国本社とは資本関係のない被告会社を設立する
こと、その際、被告会社の商号を「高麗貿易東京」とすることについて了解を得
た。
    〔原告の主張〕
      　被告会社の主張は否認する。
      　なお、韓国本社及び原告が、被告会社に対しその旧商号の使用を承認する
際には、「財産の処分」に準ずる行為として、韓国本社及び原告の取締役会の決議
が必要と解されるところ、そのような取締役会決議がなされたことはない。
    (5)　損害の発生及び額について
    〔原告の主張〕
      ア　原告は、被告会社の類似商号使用という不正競争行為によって、平成１
０年４月から、最も大口の取引先である高島屋との取引を失い始め、同年６月以降
は、高島屋を含む東京本支店の取引先のすべてを失った。
        　これに伴い、原告は平成１０年４、５月に高島屋の取引によって得られ
たであろう２０５万５９１４円の利益を失った。



        　また、原告は、東京支店における平成１０年１月１日から同年３月３１
日までの９０日間の売上利益の合計は５８５万８９４２円であったから、この期間
当たりの売上利益を基準に日割計算すれば、別紙遅延損害金目録①の「損害発生
月」欄の平成１０年６月から平成１２年４月までの各月（ただし、平成１２年４月
については同月２５日まで）に、同目録の「元本」欄記載の金額の利益（合計４７
２９万９９５９円）を失った。
        　また、被告会社は、類似商号使用という不正競争行為によって、上記金
額の利益を上げているから、原告は同額の損害を被ったものと推定される（不正競
争防止法５条１項）。
        　よって、原告は被告会社に対し、不正競争防止法２条１項１号、４項に
基づき金４７２９万９９５９円及びこれに対する別紙遅延損害金目録①記載の遅延
損害金の支払を求める。
      イ　被告会社は、原告の東京圏における売上が減少したのは、原告が東京か
ら撤退したことによるものであると主張するが、経験則上、いったん獲得した取引
関係を維持するのはそれほど労力を要するものではなく、特に原告の営業は韓国か
ら仕入れた商品を販売するのであるから、必ずしも東京支店がなければできないも
のではない。
    〔被告会社の主張〕
      　原告の主張事実は否認する。
      　原告は、省力化を目的として東京から撤退したのであり、東京圏における
営業の拠点を失って従来の取引先を放棄したことにより取引額が減少したものであ
って、被告会社の不正競争行為によって減少したものではない。
      　また、原告が得べかりし利益であると主張する金額は粗利益であるが、人
件費・賃料等の一般管理費及び販売費その他の経費を控除すべきである。
  ２　争点(2)（本件在庫商品の残代金の請求）について
    〔原告の主張〕
    　被告会社は、前記第２の１、(3)記載のとおり、原告から、平成１０年５月２
８日、本件在庫商品を代金９９４万８９５１円で買ったが、代金２９９万８９５１
円が未払となっている。
    　よって、原告は、被告会社に対し、同売買残代金２９９万８９５１円及び売
買契約成立日の翌日である平成１０年５月２９日から商事法定利率年６分の割合に
よる遅延損害金の支払を求める。
    〔被告会社の主張〕
    　原告の主張事実のうち、売買契約が成立した日が平成１０年５月２８日であ
ることは否認するが、その余の事実は認める。
    　原告と被告会社の間で、本件在庫商品の売買契約が成立したのは、平成１０
年６月４日であり、その際、売買残代金２９９万８９５１円を同年９月末日までに
支払う旨の合意をした。
  ３　争点(3)（本件在庫商品の売買に関する商法２６５条１項違反を理由とする請
求）について
    (1)　自己取引の成否について
    〔原告の主張〕
      ア　被告Ａは、原告の代表取締役に在任中の平成１０年５月２８日、原告の
取締役会の承認を受けることなく、被告Ａが代表取締役を務める被告会社に対し、
本件在庫商品を売り渡したものである。
        　本件在庫商品の売買代金９９４万８９５１円は原告の仕入原価と同額で
あり、原告が、通常の卸値で売却した場合には、５５８万１０４４円の利益を得る
ことができたから、被告Ａの自己取引によって、同額の損害を被った。
        　よって、原告は、被告Ａに対し、商法２６６条１項４号に基づき金５５
８万１０４４円及びこれに対する売買契約日の翌日である平成１０年５月２９日か
ら支払済みまで商事法定利率年６分の割合による遅延損害金の支払を求める。
      イ　被告Ａは、韓国本社の監査室長Ｄと、総務部長Ｅの立会いのもとで、本
件在庫商品の売買契約が成立したと主張するが、この時、被告Ａは原告の代表取締
役であるとともに被告会社の代表取締役でもあり、そのような状況のもとにおいて
も、自己取引について原告の取締役会の承認が不要となるものではない。また、原
告においては、平成９年３月３１日から、非上場会社と５００万円を超える売掛取
引をするには韓国本社社長の決裁が必要とされていたから、韓国本社の監査室長Ｄ
及び総務部長Ｅが立ち会っていたというだけでは、韓国本社の決裁を受けたことに



もならない。
      ウ　さらに、被告Ａは、本件在庫商品の売買契約が成立したのは平成１０年
６月４日であると主張するが、仮にそうであっても、商法２６５条１項が会社と取
締役との間の取引に取締役会の承認を必要とした趣旨が、取締役がその地位を利用
して自己の利益を図り会社を犠牲にすることを防止しようとしたことにあることか
らすれば、被告Ａが内部決裁の手続をした同年５月２８日の時点で取締役会の承認
が必要であるというべきである。
    〔被告Ａの主張〕
      ア　被告Ａは、原告の取締役を辞任した後の平成１０年６月４日、原告の東
京事務所において、韓国本社の監査室長Ｄと、総務部長Ｅの立会いのもと、本件在
庫商品の処分代金の支払について合意し、この時点で売買契約が成立したというべ
きである。
        　本件在庫商品の処分に係る決議書（甲１２）の作成日は平成１０年５月
２８日となっているが、同書面は売買契約書ではなく内部文書にすぎないし、その
時点では売却予定の本件在庫商品を区分けして売却の準備をしていたにすぎないか
ら、同決議書の日付を基準に契約日を決めるべきではない。
        　そして、本件在庫商品の売買については、韓国本社や、原告の取締役の
全員が了解していた。
      イ　被告会社は、当時韓国通貨ウォンが暴落しており、新規に韓国メーカー
から商品を仕入れた方が売買代金価格より安く入手できたが、本件在庫商品は東京
圏における規格商品的なもので、大阪ではすぐに買手がつかないものであったた
め、原告を支援するつもりで買い取ったものである。したがって、原告が主張する
ような通常の卸値で販売できた可能性は全くない。
        　また、原告は、同販売価格から仕入額を控除した粗利が得べかりし利益
であると主張するが、他の経費を控除すべきである。
    (2)　相殺について
    〔被告Ａの主張〕
      　被告Ａは、平成１０年５月末日をもって原告の代表取締役を退任した際、
原告との間で、退職金の支払に代えて同年６月から８月分の報酬の支払を受ける合
意をしたが、同年８月２６日から３１日までの６日分の報酬の日割計算額金１６万
５７８８円の支払を受けていない。
      　また、原告は、被告Ａのために住宅を賃借し、被告Ａの毎月の報酬の中か
ら翌月分の家賃１５万円を差し引いていたが、被告Ａに対し同年８月２５日までの
報酬の支払をする際、９月分の家賃１５万円を控除するという計算違いをしてい
る。
      　よって、被告Ａは、原告に対し、金１６万５７８８円の未払報酬請求権
（平成１０年８月２６日から３１日までの報酬）及び金１５万円の不当利得返還請
求権を有している。
      　被告Ａは、原告に対し、平成１２年２月３日の本件弁論準備手続期日にお
いて、上記合計金３１万５７８８円の債権をもって、原告の被告Ａに対する本訴請
求債権とその対当額において相殺する旨の意思表示をした。
    〔原告の主張〕
      　被告Ａが、原告に対し、上記３１万５７８８円の反対債権を有しているこ
とは認める。
第４　争点に対する判断
  １　争点(1)（不正競争防止法２条１項１号に基づく請求）について
    (1)　周知性について
      ア　原告は、韓国の公益法人である社団法人韓国貿易協会によって設立され
た韓国本社が昭和６１年に全額出資して設立した日本法人であり、韓日の中小企業
製品の輸出入窓口たる役割を担い、毎年、駐日韓国企業連合会及び社団法人韓国貿
易協会東京支部が発行監修する駐日韓国企業名簿に、韓国政府指定中小企業製品貿
易専門の総合貿易商社として登載されていること、原告は、全国各地において、韓
国製品の販売のため精力的にイベントを主催するなどして、韓国の中小企業製品の
輸出入販売において名声を得ており、こうしたイベントに対してしばしば感謝状を
受けたこと、原告は、平成２年５月に東京支店を開設し、平成５年４月から平成１
０年６月までの間は東京に本店を置いていたことは、前記第２、１(1)記載のとおり
である。また、証拠（甲１１の1～7、甲２１、３２～３９）によれば、原告の東京
支店又は東京本店では、東京支店開設の翌年の平成３年以降、数十社の小売業者・



通信販売業者等と取引をしていたことが認められる。
      イ　原告が、韓日の中小企業製品の輸入窓口として、イベントを利用して一
般消費者を相手に小売を行う業務のほか、韓国の中小企業製品を仕入れて小売を行
う業者との取引も幅広く積極的に行っていた上記実情に照らせば、原告商号は、少
なくとも韓国の中小企業製品を仕入れて小売を行う東京圏の業者間において、原告
の営業を表示するものとして広く認識されていたというべきである。
    (2)　類似性について
      ア　原告商号「株式会社高麗貿易ジャパン」と被告会社の旧商号「株式会社
高麗貿易東京」とは、ともに「株式会社高麗貿易」との共通の文言が用いられてい
るが、「株式会社」は会社の種類を表す語句であり、「ジャパン」は本邦を表す語
（英語表記の日本語読み）であり、「東京」は本邦の首都ないしその地名で、「高
麗」は「一般に朝鮮の称」を意味するから（岩波書店・広辞苑〔第五版〕）、「高
麗貿易」とは韓国ないし朝鮮との貿易を意味する。
      イ　また、駐日韓国企業連合会及び社団法人韓国貿易協会東京支部発行の１
９９７年度及び１９９８年度「駐日韓国企業名簿」（甲５、６）によれば、駐日韓
国企業の中で貿易・製造業を営む会社として「高麗」の文字を含む会社には、原告
のほかに「株式会社高麗商事」「高麗溶接棒ジャパン株式会社」の２社が記載され
るのみであり、貿易・製造業を含むすべての業種を見ても「高麗貿易」との語句を
含む会社は原告以外には存在しない。しかも、同「駐日韓国企業名簿」には、韓国
企業名に「ジャパン」「東京支店」「東京事務所」等の語句を付した名称が数多く
登載されるが、これらはいずれも韓国企業の子会社、関連会社、関連事務所等であ
ることを示しているものと思われる。
      ウ　以上のような語句の意味、他の駐日韓国企業の名称の実情に照らせば、
原告商号及び被告会社の旧商号の要部は、「高麗貿易」にあるというべきであっ
て、各商号の語尾の「ジャパン」と「東京」との差異部分は要部には当たらないと
いうべきである。
        　そうすると、原告商号及び被告会社の旧商号は、その要部が同一であっ
て、各商号の語尾の差異部分について生じる称呼の違いや、カタカナと漢字の差異
を含む視覚上の違いを考慮しても、被告会社の旧商号は、「高麗貿易」の語句を含
む原告と同一の会社である、あるいは子会社、グループ企業等の原告と関連する会
社であるとの認識を与えるものというべきであり、原告商号に類似することは明ら
かである。
    (3)　混同のおそれについて
      ア　原告と被告会社は、その商業登記の目的欄には、１項に衣料品、日用品
から工業部品に至るまで、数多くの商品が(1)～(16)項にわたり詳細に記載され、そ
れら商品に係る「販売及び輸出入」「輸出入代行」「輸出入取引斡旋」を始めとし
て、「不動産の賃貸」「飲食店業」「イベントの企画」及びこれらの業務に「附帯
関連する一切の業務」が掲げられているが、これらは全く同一の記載内容となって
いる（甲１、２）。
      イ　そして、前記(1)記載のとおり、原告の実際の販売業務は、イベントによ
る一般消費者を相手とした小売のみならず、韓国の中小企業製品を仕入れて小売・
通信販売を行う業者との取引等であり、証拠（甲４、１１の１～７）によれば、原
告は、会社案内において、自らを「韓日両国の中小企業製品の輸出入窓口として役
割を果たしている」と紹介し、その取引先には、高島屋、株式会社ジェイエイエス
トレーディング、株式会社多慶屋、株式会社ビッグアロー、全国農業協同組合連合
会があることが認められる。
        　一方、甲１０によれば、被告会社は、会社案内において、設立趣旨を
「弊社は、１４年間に渡って日韓の中小企業の輸出入の窓口としてその役割を果た
してきました（株）高麗貿易ジャパン東京の閉鎖により、その職員一同が新たな活
動の場として設立した会社であります。元親会社である韓国の（株）高麗貿易との
資本関係はございませんが、今後も弊社が日韓の中小企業の橋渡し役として活躍で
きるよう、今まで同様韓国中小企業側の様々な情報や供給に関わる支援を頂きなが
ら、引き続き東京支社としての役割を務める事となりました。」などと記載して、
日韓の中小企業製品の輸出入窓口としての役割を強調し、また、主要な販売先とし
て、原告の上記５社の取引先を含む８社が記載されていることが認められる。
        　そうすると、原告と被告会社は、いずれも韓国製品の製品を仕入れて小
売を行う業者を相手に、韓日の輸出入窓口の役割を担う業務を行い、その主要な取
引先５社が共通するなど、主要な取引先及び業務内容が同一であるから、被告会社



が、前記のとおり原告商号と類似した旧商号を用いて上記営業を行うことは、原告
の業務と混同のおそれ生じさせるものであることは明らかである。
      ウ　なお、被告会社は、原告が東京の本支店を廃止すると同時に東京の業務
から撤退し、被告会社が代わって韓国本社の東京支社の役割を果たすことになった
ものであるから、混同のおそれはないと主張する。
        　しかるところ、被告Ａ作成の陳述書（乙１、６）、監査室長Ｄ作成の確
認書（乙２の1･2）、Ｆ作成の陳述書（乙１５）、証人Ｆの証言、被告Ａ本人（兼被
告会社代表者）尋問の結果中には、原告の東京支社における大宏電機株式会社（以
下「大宏電機」という。）との取引については、東京支社の廃止に伴い原告の大阪
支社に引き継ぐが、その余の取引については被告会社が引き継ぐことになった旨の
記載、供述部分がある。しかし、後記(4)のア(オ)記載のとおり、平成１０年５月２
０日に韓国本社が作成した「東京支社閉鎖に関連する後続措置　通知」と題する書
面には、「大阪支店長は、東京支社のすべての業務を徹底的に引き受けるようにす
る。」と記載されており（甲５６）、また、後記(4)のア(ク)記載のとおり、韓国本
社の任意清算人らは、被告会社の旧商号の使用承諾の有無について、被告Ａ、原告
代表者Ｂ、本社社長Ｃから事情聴取し、幹部６名による協議の上、被告Ａに対し、
営業権無償譲渡に伴う利益金回収要求等を求めるとする結論を出しており、こうし
た事実からすれば、原告の当時の親会社である韓国本社は、被告会社が原告の東京
支店の営業を引き継ぐことについて承諾をしていなかったと認める
のが相当であり、上記証拠中、これに反する記載、供述部分を採用することはでき
ない。
    (4)　承諾の有無について
      　被告会社      は、平成１０年３月から５月ころ、本社社長Ｃが来日した
際、本社社長Ｃ、原告代表者及び被告Ａの三者の協議によって、被告Ａが、東京で
韓国本社とは資本関係のない被告会社を設立すること、その際、被告会社の商号を
「高麗貿易東京」とすることについて了解を得たと主張する。
      　前記のとおり、Ｂが原告の全株式を取得した平成１０年１２月４日以前
は、韓国本社が原告の全株式を有し、原告は韓国本社の決裁を受けて業務を行って
いたこと、原告は韓国本社の子会社として設立され、そうした韓国本社との関係を
示す趣旨でその商号に「高麗貿易」との文言が付されていることからすれば、韓国
本社による被告会社の旧商号の使用についての了解があれば、被告会社の旧商号の
使用は違法性を阻却され不正競争行為には該当しないものと解されるので、韓国本
社及び原告が、被告会社の旧商号に使用について承諾していたか否かを検討する。
      ア　証拠（甲１７、５１、５２、５６、乙１、２の1･2、６、７及び８の各
1･2、１７及び１８の各1･2、被告Ａ本人、原告代表者）によれば、次の事実が認め
られる。
        (ア)　韓国本社は、平成９年の韓国におけるウォン為替の急落に伴って為
替損を被り、経営状況が悪化したため、原告等の国内外支社の撤退、本社人員削減
等を柱とする再建計画を立て、平成１０年２月ころ、原告の東京本支店を廃止し
て、ひとまず業務を大阪に移すことを決定した。
        (イ)　被告Ａは、上記決定を伝えられ、平成１０年３月１日から同月３日
にかけて、韓国本社に赴き、本社社長Ｃから上記方針の説明を受け、同月１１日こ
ろ、当時原告の大阪支店長であったＢと、原告の東京本支店の廃止、被告Ａが設立
を考えている新規法人の件について協議し、その後、同年３月２７日から同月３１
にかけて、本社社長Ｃが来日した際、被告Ａ、Ｂとともに、上記事項について協議
し、東京の現地従業員は同年５月３１日付けで解雇すること、原告東京本支店で扱
っていた大宏電機との取引は、大阪支店が引き継いで取引を継続すること、東京本
支店の廃止に伴い不要となった什器備品等は新規法人が引き取って使用すること、
被告Ａ（東京支社長）は現地退職することとするが、原告は被告Ａに対し同年８月
まで給料を支払うこと等の取り決めをした。
        (ウ)　被告Ａは、同年４月１３日、商号を「株式会社高麗貿易東京」とす
る被告会社を設立した。
        (エ)　同年５月１５日から同月１６日にかけて、本社社長Ｃが来日し、被
告Ａ、Ｂの３名は、上記(イ)の事項を再度確認した。
        (オ)　韓国本社は、同年５月２０日、被告Ａ及び原告大阪支店長Ｂに対
し、「東京支社閉鎖に関連する後続措置　通知」と題する書面を送付した。同書面
には、上記(イ)記載の内容が記載されているが、「業務引受引継ぎ指針」の項に
は、「大阪支店長は、東京支社のすべての業務を徹底的に引き受けるようにす



る。」と記載され、原告東京支社の大阪支店への引継ぎが大宏電機に限定した内容
ではなく、また、被告会社が、原告の東京支社の業務の一部を承継するような記載
は一切なかった。
        (カ)　被告Ａは、同年５月２１日、韓国本社に対し、新会社「株式会社高
麗貿易東京」を設立して、原告の東京支店の在庫を引き継ぐ予定である旨の内容を
記載した連絡書をＦＡＸ送付したが、それに対する韓国本社からの回答はなかっ
た。
        (キ)　同年６月４日ころ、韓国本社の監査室長Ｄと、総務部長Ｅが来日
し、被告Ａ、Ｂとともに本件在庫商品の処理の件等を話し合った。
        (ク)　Ｂは、韓国本社に対し、平成１０年８月２９日付け書面で、本件訴
訟の提起についての裁可を求めた。
          　被告Ａは、同年１０月８日付け書面で、韓国本社から上記訴訟の提起
に関して釈明する機会を与えられたことから、同月２０日付け書面により、韓国本
社に対し、自らの言い分を伝えた。
          　韓国本社の任意清算人代表Ｇ、同室長Ｈは、同月２３日、本社社長Ｃ
に面談したところ、本社社長Ｃは被告会社に対する本件在庫商品の処分及び「株式
会社高麗貿易東京」の名称使用について承諾した事実はないとの報告を受けた。
          　その上で、任意清算人代表Ｇら６名の幹部で処理方針を協議した結
果、被告Ａないし被告会社に対し、①本件在庫商品の売却残金及び売上利益の速や
かな入金要求、②商号名義変更及び営業権無償譲渡に伴う利益金回収要求等を求め
るとの結論に達し、Ｂ及び被告Ａに対し、その旨の報告をした（以下「本社清算人
報告」という。）。
      イ(ア)　被告会社は、上記アの(イ)～(エ)記載の事実経過の中で本社社長
Ｃ、原告代表者及び被告Ａの三者の協議によって、被告会社の旧商号の使用につい
て承諾を得たと主張し、被告Ａ作成の陳述書（乙１）及び被告Ａ本人尋問の結果中
には、以前に韓国本社の光州支社長が高麗貿易光州という商号で独立したことがあ
る、本社社長Ｃから、新規会社設立後の同年５月に、新規会社が日本の法務局で
「株式会社高麗貿易東京」の商号で登記された以上、同商号使用を了解すると言わ
れたとの被告会社の上記主張に沿う供述部分があるが、仮に韓国において「高麗貿
易光州」の商号を使用した例があっても、そのような事実が直ちに韓国本社が日本
において被告会社の旧商号の使用を承認したことを推認させるものではないし、本
社社長Ｃから了解を得たとの供述部分は、口頭で了解を得たというものであって具
体性に欠ける。
          　また、乙７の1･2によれば、被告Ａの手帳の同年５月１６日の欄に、本
社社長Ｃが来日した際の合意内容として「商号（株）高麗貿易東京に対しこれ以上
問題視しない－法務局に登記完了」との韓国語による記載があることが認められる
が、これについても被告Ａが備忘のために記載したものであって、本社社長Ｃの承
諾を客観的に裏付けるものではない。
          　さらに、監査室長Ｄ作成の確認書（乙２の1･2）には、同年６月４日こ
ろ、韓国本社の監査室長Ｄ及び総務部長Ｅが来日した際、被告Ａ及びＢとともに、
被告会社が旧商号を使用することは問題にはならないとの結論を出した旨の記載が
あるが、監査室長Ｄ及び総務部長Ｅに旧商号使用についての決裁権限があることを
認めるに足りる証拠はなく、韓国本社の意思として、被告会社の旧商号の使用を認
めたことを立証する証拠としては採用できない。
        (イ)　そして、被告Ａが述べる上記内容は、清算人代表Ｇらが、本社社長
Ｃは被告会社の旧商号の使用について承認した事実はないとの報告を受けたことと
食い違うものである。
          　もっとも、本社清算人報告には、「２　類似商号使用・この問題もＡ
とＣ社長の主張が異なり、仮にＣ社長が許可したとしても、これは商号使用を許可
しただけで、営業権の使用まで許容したことではない。」との記載もあり、同清算
人も本社社長Ｃの言明に多少の疑問を抱いていることが窺われる。しかし、本社清
算人報告における最終的な協議の結果は、上記のとおり、被告会社の旧商号の名義
変更を求めるというものであるから、結局、本社清算人らは、被告Ａの言い分を採
用せず、本社社長Ｃが被告会社の旧商号使用を承諾していないとの結論に至ったも
のと推認される。
        (ウ)　なお、本社清算人報告の内容について、被告Ａ作成の陳述書中に
は、Ｇは、事実関係を十分に確認していない状態で一方的に原告側に立って決定す
るなど不当に業務処理をし、結局、原告の全株式をＢに１円で売却したから、同人



の作成に係る本社清算人報告の内容は信頼することができない旨の記載（乙５）、
及び「原告代表者は、韓国本社の社長以下経営陣が健在の時には合意によってどう
しようもなかったのですが、後で本社が清算される事になり社長以下経営陣が全員
交代し、結局破産される過程でＢ（原告代表者）が任意清算人と親密ということを
利用」したものであるとの記載（乙６）があるが、上記被告Ａの陳述書のほかに
は、Ｇが上記のような原告側を不当に優遇する業務処理をしたことを裏付ける証拠
はない。
          　これに対し、本社清算人報告の内容は、前記のとおり、Ｇのみならず
Ｈも同行して確認し、Ｇが任意清算人という立場で報告していること、被告Ａから
の意見を聴取した上で調査していること、幹部６名で協議した上での結論であるこ
となど、具体的かつ客観的な内容であるから、上記被告Ａ作成の陳述書のみから、
直ちに本社清算人報告の内容が信用できないとすることはできない。
        (エ)　結局、本社清算人報告の上記内容は信用に値するものであって、こ
の内容に照らせば、前記(ア)記載の被告Ａ及び監査室長Ｄの供述ないし記載部分
を、韓国本社が被告会社の旧商号の使用を承諾したことの証拠として採用すること
はできず、その他、韓国本社が被告会社の旧商号の使用を承諾したことを認めるに
足りる証拠はない。
    (5)　以上認定の事実によれば、被告会社が原告の商号と類似する旧商号を用い
て営業をしたことは、不正競争防止法２条１項１号の不正競争行為に該当するとい
うべきであり、また、被告会社の代表取締役である被告Ａには上記不正競争行為を
するについて少なくとも過失があったものと認められるから、被告会社は原告が被
った損害を賠償する義務がある。
    (6)　損害の発生及び額について
      ア(ア)　原告は、被告会社の類似商号使用という不正競争行為によって、原
告は平成１０年４、５月に高島屋の取引によって得られたであろう２０５万５９１
４円の利益を失ったと主張する。
          　そして、甲１１の1～5によれば、原告東京支店の高島屋通信販売事業
部に対する平成１０年１月から５月までの売上高の推移は以下のとおりであること
が認められる。

          　
          　上記売上の推移によれば、被告会社が設立された平成１０年４月１３
日頃から原告の高島屋に対する売上が減少していることが推認される。
          　しかしながら、そのほかに、上記売上の減少が被告会社が高島屋と取
引をしたことによるものであることを認めるに足りる証拠はなく、かえって、被告
Ａ本人尋問の結果及び原告の東京支店に勤務していた証人Ｆの証言中には、被告会
社は、原告の東京本支店が閉鎖になる半月くらい前の平成１０年５月中頃から取引
先への挨拶回り等の準備を開始し、高島屋等との具体的な取引は、同年６月になっ
てからであるとの供述があり、これらに照らせば、上記売上の推移のみから、同売
上の減少が被告会社が高島屋と取引を開始したことによるものであると推認するこ
とはできない。
          　したがって、この点に関する原告の主張は理由がない。
        (イ)　次に原告は、東京支店の平成１０年１月１日から同年３月３１日ま
での９０日間の売上利益を基にして、平成１０年６月から平成１２年４月までの
間、同売上利益に相当する利益（期間に応じて日割計算）を失ったと主張する。
          　しかしながら、被告Ａ本人尋問の結果によれば、東京本社には閉鎖前
６、７人の従業員がいたことが認められ、原告は、平成１０年６月以降、これらの



従業員を解雇するとともに東京にあった事務所を閉鎖したものであるから、被告会
社が東京において営業を開始しなかったとしても、原告において東京本支店が健在
のころの東京圏での取引による利益に相当する額を上げることが可能であったとは
経験則上認めることができず、東京本支店閉鎖前の利益額をそのまま原告の損害で
あるとすることはできない。
          　なお、原告は、いったん獲得した取引関係を維持するのはそれほど労
力を要するものではなく、必ずしも東京支店がなければできないものではないと主
張する。しかし、乙１６の1･2によれば、平成９年１月から１２月までの原告東京支
店の売上利益は７０８５万１６１６円、売上利益から販売費・一般管理費を控除し
た営業利益は－１９８７万円、経常利益（税引前当期利益も同じ）は－２１２６万
６１６０円であることが認められ、被告会社が営業を開始した前年における原告東
京支店の営業利益、経常利益が赤字であり、取引関係を維持するために、売上利益
を上回る販売費・一般管理費を要していたものである。したがって、いったん獲得
した取引関係を維持する場合であっても、得べかりし利益の算定において、販売
費・一般管理費を考慮しない売上利益を基準にすることはできないというべきであ
る。
          　したがって、この点に関する原告の主張は理由がない。
      イ　また、原告は、被告会社は類似商号使用という不正競争行為によって上
記アにおける原告主張の金額と同額の利益を上げているから、原告は同額の損害を
被ったものと推定される（不正競争防止法５条１項）と主張する。
        　しかし、上記アにおける原告主張の金額は、原告の売上減少額ないし原
告の従前の東京支店における売上額であって、この金額をもって直ちに被告会社が
得た利益とすることはできない。そこで、被告会社が実際に得た利益額について検
討する。
        (ア)　証拠（乙２２及び２３の各1～3）によれば、被告会社の利益は次の
とおりであることが認められる。

       　　
        (イ)　被告会社は、旧商号を用いて営業をしていたものであるから、被告
会社のすべての売上が不正競争行為によるものというべきであり、その利益の算定
に当たっては、同売上に対応する販売費・一般管理費を考慮して被告会社の利益を
算定すべきであるというべきところ、平成１０年度及び平成１１年度の営業利益は
いずれも数万円程度の赤字となっている。
        (ウ)  しかし、販売費・一般管理費に含まれる被告Ａが得ている上記役員
報酬は、実質的には被告Ａ自身が決定するものであるから、その額が直ちに適正な
ものであるということはできない。
          　そして、乙１３によれば、被告Ａが原告在職中に得ていた給与は、基
本給２６万６０２０円、職務手当２５万円（住宅賃料１５万円を含む。）、家族手
当６万２１５４円、海外勤務手当２３万０７７０円、食事手当２万円の合計８０万
８９４４円であることが認められる。
          　上記給与のうち、海外勤務手当は、原告が韓国本社の子会社であり、
取締役ないし社員を韓国から本邦に派遣したことに伴う手当という趣旨のものと解
されるが、被告会社は、被告Ａが自らの意思で設立しその経営に当たっているもの
であるから、被告会社において被告Ａが海外勤務手当の支給を受ける理由はない。
また、乙２５によれば、被告Ａの住宅家賃１５万円は、被告会社の地代家賃として
計上されていることが認められる。
          　そうすると、被告会社の利益の算定に当たり、被告Ａが得るべき適正



な役員報酬月額は、原告において従前得ていた報酬（８２万８９４４円）をもと
に、上記事情を考慮して住宅賃料１５万円及び海外勤務手当２３万０７７０円を控
除した４４万８１７４円が相当であるというべきである。
        (エ)  乙２５によれば、被告Ａは、平成１０年度分の役員報酬は６月分か
ら支給を受けていることが認められ、また、被告Ａが平成１０年５月末日まで原告
の代表取締役であったことからしても、被告会社における平成１０年度分の役員報
酬は６月から１２月までの７か月分を計上するのが相当である。
          　そうすると、役員報酬の相当額は、平成１０年度は役員報酬月額の７
か月分に相当する３１３万７２１８円、平成１１年度は、１２か月分に相当する５
３７万８０８８円となる。
          　これをもとに、上記(ア)の計算表を修正すると以下のとおりとなる。

        　
          　被告会社は、平成１０年６月から実質的に営業を開始して、平成１１
年１２月までの１９か月間に、上記営業利益の合計４２７万５２９９円を得たもの
であるから、被告会社が得た利益の月額は２２万５０１５円とするのが相当であ
る。
        (オ)　そうすると、被告会社の不正競争行為により被った損害は、平成１
０年６月から平成１２年３月までの各月は２２万５０１５円、同年４月１日から、
旧商号の変更登記がなされた日（この時点で、被告会社の営業を示す外部的な表示
が現商号に変更されたものと認められる。）の前日である同月２５日までは１８万
７５１２円（上記月額を３０日分として日割計算）、合計５１３万７８４２円と推
定される（不正競争防止法５条１項）。
    (6)　以上によれば、原告の被告会社に対する不正競争防止法２条１項１号、４
条に基づく損害賠償請求は、金５１３万７８４２円及びこれに対する別紙遅延損害
金目録②記載の遅延損害金の支払を求める限度で理由がある。
  ２　争点(2)（本件在庫商品の残代金の請求）について
    　被告会社が、平成１０年５月ないし６月ころ、原告に対し、本件在庫商品を
合計９９４万８９５１円で売り渡したこと、被告会社は、同売買代金のうち６９５
万円を支払ったが、残代金２９９万８９５１円が未払となっていることは争いがな
い。
    　そして、後記３の(1)ア記載のとおり、同売買契約が締結されたのは平成１０
年５月２８日であり、そのころ本件在庫商品の引渡しがなされたこと、原告と被告
会社との間で、残代金２９９万８９５１円を平成１０年９月３０日までに支払う旨
の合意をしたことが認められるから、原告の被告会社に対する本件在庫商品の売買
残代金の請求は、金２９９万８９５１円及びこれに対する売買残代金の支払日の翌
日である平成１０年１０月１日から支払済みまで商事法定利率年６分の割合による
金員の支払を求める限度で理由がある。
  ３　争点(3)（商法２６５条１項違反を理由とする請求）について
    (1)　本件在庫商品の売買が自己取引に当たるか。
      ア　証拠（甲１２の1･2、１３、１４、４１の1･2、４５、乙１、２の1･2、
３、４、６、１４、被告Ａ本人、原告代表者）によれば、次の事実が認められる。
        (ア)　被告Ａは、原告の本件在庫商品を被告会社が買い取ることとし、平
成１０年５月２８日付けで、本件在庫商品について、その帳簿価格（仕入値）相当
額（合計９４７万５１９３円）を「売上高」に、その消費税相当額（合計４７万３
７５８円）を「仮受消費税」に、同「売上高」及び「仮受消費税」の合計額（９９
４万８９５１円）を「売掛金」にそれぞれ計上する内容の決議書を作成した。



          　本件在庫商品は、倉庫会社である有限会社大曽根商店（以下「大曽根
商店」という。）に保管してあったものであるが、被告Ａは、本件在庫商品を被告
会社が買い取るため、平成１０年５月２９日、大曽根商店に指示して、本件在庫商
品を他の在庫商品と区別させた。
          　なお、大曽根商店が作成した、同年６月１日時点において預かってい
る原告の在庫商品の一覧表（甲４５）の中には、本件在庫商品は含まれていない。
        (イ)　同年６月４日ころ、韓国本社の監査室長Ｄと、総務部長Ｅが来日
し、Ｂとともに本件在庫商品の処理の件が話し合われ、非上場会社で新規の取引先
と３００万円以上の信用取引（売掛取引）をする場合には韓国本社の決裁が必要と
なるため、被告会社は、原告に対し、９９４万８９５１円のうち６９５万円を同月
５日までに原告の口座に送金することとし、残額２９９万８９５１円を平成１０年
９月３０日までに支払う旨の合意をした。
        (ウ)　原告が、東京支店における従前の通常価格で、本件在庫商品を売却
した場合の利益率は、別紙在庫商品売上予想額一覧の「利益率」欄記載のとおりで
あり、同利益率から本件在庫商品の通常価格での売上金額を算出する（帳簿額÷
（１－利益率））と、同一覧の「売上予想額」欄記載の金額となり、その合計は１
４７８万９４７７円となる（なお、甲１３中の「WONIL-2」及び「人参茶（東一）3g
×110TB/WB」の売上予想額は、用いる利益率ないし計算方法に誤りがある。）。
        (エ)　被告Ａは、原告から仕入れた本件在庫商品を、被告会社の商品とし
て、原告における上記通常価格に近い金額で売却した。
      イ　自己取引の場合は、単一人が双方の会社代表者として意思表示をするも
のであり、複数人の意思の合致はないのであるから、当該行為者の売買等の意思が
客観的、外形的に明らかになった時点で契約が成立したものと解すべきところ、以
上の事実関係によれば、本件在庫商品の売買が成立したのは、被告Ａの売買の意思
を客観的、外形的に明らかにする決議書が作成された平成１０年５月２８日である
と解すべきである。
        　被告Ａは、平成１０年５月２８日付けの決議書は、内部文書にすぎない
から、同決議書の日付を基に売買の日付を判断すべきではないと主張するが、同文
書がたとえ内部文書であったとしても、本件在庫商品を売上として計上するととも
に、その代金相当額を売掛金と計上するという、まさに同日に売買契約が成立した
ことを前提とする会計処理に関する決議書であって、被告Ａが本件在庫商品を原告
から被告会社に売却する意思が客観的、外形的に示されていることは明らかであ
る。
        　また、大曽根商店に保管してあった本件在庫商品がいつ搬出されたかは
必ずしも明らかではないが、大曽根商店は、少なくとも被告Ａが原告の代表取締役
の職にある平成１０年５月２９日中に、被告Ａの依頼により被告会社の在庫として
区別して保管し、少なくともその時点で被告会社が引渡しを受けたというべきであ
り、こうした保管態様も、上記５月２８日に成立した売買契約に基づく事情として
理解できる。
      ウ　そうすると、本件在庫商品の売買は、被告Ａが、原告及び被告会社双方
の代表取締役として行ったもので、原告の取締役会の承認を要するところ（商法２
６５条１項）、同承認がなされたことを認めるに足りる証拠はない。
      エ　なお、商法２６５条が取締役と会社間の取引につき取締役会の承認を要
する旨を定めている趣旨は、取締役がその地位を利用して会社と取引をし、自己又
は第三者の利益をはかり、会社ひいては株主に不測の損害を蒙らせることを防止す
ることにあると解されるから、株主全員の合意がある場合には、別に取締役会の承
認を要しないというべきである。そこで、同年５月２８日当時の原告の全株式を有
していた韓国本社の承認があった否かについて検討する。
        　上記のとおり、同年６月４日に、韓国本社の監査室長Ｄと、総務部長Ｅ
が来日し、Ｂとともに本件在庫商品の処理の件が話し合われ、被告会社が、本件在
庫商品の帳簿価格９９４万８９５１円のうち２９９万８９５１円を残し、６９５万
円を６月５日までに支払うとの支払方法の合意がされている。しかし、それは、被
告会社と新規に３００万円以上の売掛取引を始める場合には韓国本社の決裁が必要
となるため、売掛金残額を３００万円未満にするための合意であって、その際、本
件在庫商品の処分行為を行った被告Ａの責任について何らかの協議がされたとの事
実を認めるに足りる証拠はない。
        　さらに、本社清算人報告においても「商品処分代金回収については、Ａ
の主張どおり監査室長と総務部長が口頭合意したことを確認する。」とあるもの



の、その一方で「協議結果①在庫商品無断搬出　売却残金および売上利益の速やか
な入金要求」とされ、本社清算人報告の見解は、韓国本社が上記６月４日の時点で
本件在庫商品の処分行為に係る被告Ａの責任をも含めて合意したとの結論は出して
いない。
        　また、韓国本社の監査室長Ｄと、総務部長Ｅとに、被告Ａの本件在庫商
品の処分行為の責任についての決裁権限があったことを認めるに足りる証拠もな
い。
        　なお、被告Ａ作成の陳述書（乙１、３、４、６）、監査室長Ｄ作成の確
認書（乙２の1･2）、証人Ｆの証言、被告Ａ本人尋問の結果中には、上記６月４日の
時点で本件在庫商品の売買に関する事後処理を協議したが、その協議内容は、被告
Ａが協議された支払方法に従って同売買代金を支払えばすべての事後処理を終了す
るという趣旨のものであった旨の記載、供述部分があるが、いずれも原告の取締役
会の承認に代わり得る韓国本社の合意を認めるに足りるものではない。
        　したがって、６月４日の時点で本件在庫商品に関する事後処理が協議さ
れ一定の結論が出されたものと思われるが、この時点で韓国本社が、本件在庫商品
の処分行為を行った被告Ａの責任を問わないことを前提とする承認を与えたとの事
実は認められない。
      オ　そうすると、被告Ａは、商法２６６条１項４号に基づき、原告が被った
損害について賠償責任を負うというべきである。
        　そして、本件在庫商品の売却によって原告が得られたであろう粗利益
は、原告が東京支店における従前の通常価格で売却した場合の売上合計額１４７８
万９４７７円から、被告Ａが定めた売買代金額９９４万８９５１円を控除した４８
４万０５２６円となり、原告が被った損害賠償額は、同粗利益から、本件在庫商品
の売却に必要と思われる経費として、広告宣伝費、通信費、運賃、見本費を控除し
た額とするのが相当である。
        　乙１６の２によれば、原告東京本社の平成９年度における上記費用は、
広告宣伝費が５５万円、通信費が２６９万３０８６円、運賃が１８３万７８９９
円、見本費が８０万６５２７円（合計５８８万７５１２円）、売上高は、４億７８
９１万２５２０円であることが認められ、上記経費の合計額の売上高に占める割合
は１．２％となる。
        　本件在庫商品の売上合計額１４７８万９４７７円の１．２％は、１７万
７４７３円となるから、上記粗利益から同金額を控除して原告の被った損害の相当
額を求めると、４６６万３０５３円となる。
        　被告Ａは、当時韓国通貨ウォンが暴落しており、新規に仕入れた方が売
買代金価格より安く本件在庫商品を入手できた、本件在庫商品は東京圏における規
格商品的なもので、大阪ではすぐに買手がつかないものであるから、原告が主張す
るような通常価格で売却できた可能性はないと主張するが、上記のとおり、設立し
たばかりの被告会社が原告の従前の通常価格に近い価格で売却している以上、従前
から取引をしていた原告が同価格で売却することができなかったとは考えにくく、
その他に被告Ａの同主張を裏付ける証拠がない以上、被告Ａの同主張を採用するこ
とはできない。
        　なお、原告は、被告Ａの損害賠償債務について商事法定利率年６分の割
合による遅延損害金を請求するが、原告と被告会社間の本件在庫商品の売買契約が
商行為に当たるとしても、被告Ａの負うべき損害賠償債務は、Ａの商法２６５条１
項に違反した行為により生じたものであって、同売買契約によって生じた債務には
当たらないというべきであるから、被告Ａの負うべき損害賠償債務について商事法
定利率（商法５１４条）は適用されない。また、被告Ａの上記損害賠償債務は期限
の定めのない債務であるから、これに対する遅延損害金は、被告Ａに対する訴状送
達の日の翌日である平成１１年１月２４日を起算日とすべきである。
    (2)　相殺について
      ア　被告Ａが、原告に対し、１６万５７８８円の未払報酬請求権（平成１０
年８月２６日から３１日までの報酬）及び１５万円の不当利得返還請求権を有して
いることは当事者間に争いがない。
      イ　被告Ａが、原告に対し、平成１２年２月３日の本件弁論準備手続期日に
おいて、上記合計金３１万５７８８円の債権をもって、原告の被告Ａに対する上記
損害賠償債権とその対当額において相殺する旨の意思表示をしたことは当裁判所に
顕著である。
      ウ　以上によれば、被告Ａの相殺の主張は理由がある。



    (3)　そうすると、原告の被告Ａに対する商法２６５条１項違反を理由とする請
求は、４３４万７２６５円及びこれに対する平成１１年１月２４日から支払済みま
で民法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由がある。
  ４　よって、主文のとおり判決する。

                  大阪地方裁判所第２１民事部

                            裁判長裁判官　　　小    松    一    雄

                                  裁判官　　　阿    多    麻    子

                                  裁判官　　　前    田    郁    勝
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